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第20回鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

 

日時：令和4年3月22日(火) 14:00～16:00 

場所：TKPガーデンシティ仙台 ホール21AB 

 

1. 「鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会」規約改正について 

〈事務局から、資料-1「鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 規約改正」を説明〉 

【審議結果】本日3月22日付をもって、規約改正とする。 

 

2. 鳴瀬川水系河川整備計画の変更内容について 

〈事務局から、資料-2 鳴瀬川水系河川整備計画の変更内容について【大臣管理区

間】＜概要説明資料＞を説明〉 

 

●委 員：25ページの河川整備計画の目標変更のポイントで、気候変動を考慮し

た1.1倍はどのように設定したのか。 

 

○事務局：ＩＰＣＣ等で言われている、気温が2度上昇した場合の東北地方にお

ける降雨の増大規模が約1.1倍になるため、採用している。 

 

●委 員：これから気温が上昇しない場合もあれば、4度上昇ということもあり、

幅がある。このようなランダムウォーク過程では、リアルオプション

に従って行うということが基本中の基本である。リアルオプションと

2度上昇とを比較して、どちらがどれぐらい改善するか、考えるべき

である。 

 

○事務局：2度上昇に抑え込むことをベースにして、どのぐらいになるのかを全

国各ブロックで評価をしたところ、1.1倍が東北地方に倍率として与

えられた数字になっている。前提として、全国的な方針の中でこれを

採用しており、独自に選択したものではない。 
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河川計画なので、目標流量を決めないと整備が進まないところがあ

る。計画で定められた河川整備以外の対応は流域治水で共有していく

と考えている。 

整備計画の変更ではあるが、これから基本方針の見直しがある。そう

遠くない将来に基本方針を見直す過程の中で、将来の不確実性を考慮

した検討を行い、必要であれば新たに見直すこともあると考えてい

る。 

リアルオプションの考え方をどのように取り込むかについては、別途

本省と協議していきたいと思っている。 

 

●委 員：全国で決められているので、そのような方針でいかざるを得ないとい

う事は分かった。リアルオプションを用いれば、今考えている2度上

昇設定の条件より必ずよくなるので、ぜひともこれは取り入れてほし

いと思う。 

 

●委 員：計画の位置づけという観点からいうと、やはり基本方針があり、それ

に対して整備計画という流れが本来の流れのように思うが、どのよう

に考えているか。 

 

○事務局：ご指摘の点は、本来そうあったほうがいいと思う。順番的には、基本

方針の流量を超えてしまった河川があり、そのような河川から新しい

方法や流域治水対応型の方針というものについて、今、議論されてい

る。吉田川は基本方針の流量は超過していないので、当面の事業を優

先するため、整備計画を見直すという方針で、今回のご議論になるも

のと思っている。 

そのため、今回、示している30年計画は、整備期間中に再度見直しを

実施する可能性がある。そのときには流量増が恐らく出てくるが、そ

この部分は河道配分と流域配分を考えなければいけない。 

今回の遊水地案を提案しているが、実際の遊水地については、方針の

見直しを考慮しながら逐次見直すというように、フレキシブルに考え
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ている。 

 

●委 員：潮位がなかなか下がらないとき、もしくは潮位の上がりの局面で洪水

のフラッシュとぶつかると、自衛隊の飛行場のほうの運河に流れこむ

のではないか。中流部を中心に対策の話をしているが、潮汐の連動に

対して、最下流の海への出口は大丈夫か。 

 

●委 員：令和元年の洪水時の波形を見ると、狭窄部の辺りがボトルネックにな

っており、水位が下がらない。河口を見ると、上流の水位ピークが来

る前に下がっているので、あのくらいの規模の砂州だと、ハイドロの

ピークが来る前にはもう水位は下がっている。洪水、治水という点で

言うと、ボトルネックをどうするかというところがポイントになって

いると思う。 

 

●委 員：例えば、下流のほうに遊水地を設けて、ゲート式で潮が低ければ流し

て、潮が上がってくる局面だったら少し貯留するなどしても、効かな

いのか。 

 

●委 員：遊水地や潮水ためるようなポケットのような施設では、なかなか現状

では解決するのは難しい。 

 

●委 員：資料の36ページ辺りについて。吉田川で全面的にヨシの繁茂では均一

的な景観になるので、やらないほうがいいのではないかと思う。人が

通れるような場所もぜひ造って頂いたほうが良いと思う。 

天然遡上のアユがかなり上る、いい瀬がある。今現在使っていないが、

アユ釣り場になる可能性があり、配慮してほしい。 

 

○事務局：ヨシ原の件はご指摘を踏まえて、施工する際に調整させていただけれ

ばと思う。また、人が川に近づけるような配慮だが、今後、河道掘削

等設計等をするので、その際に配慮していきたい。 
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●委 員：従来の総合治水から流域治水へ治水方式の転換は個人的には評価した

いと思う。この流域という用語は、集水面積ではなく、集水面積プラ

ス受益地という捉え方でよろしいのか。 

 

○事務局：流域治水の流域に厳密な定義があるかというと、そうではないかと思

っている。我々がしっかり考えなければいけないことは、集まってく

る水という意味での流域と、それがどういう受益地があるかといった

ところも含めて考えていくべきだと思っている。 

気候変動への対応は、洪水対応に偏った見方が、今の主眼としている

部分がある。我々がこれから考えていかなければいけないことは、冬

場の雪の量が変化し利水面に影響が出てくる恐れもあるので、配慮す

る必要があると思っている。 

いずれにせよ、一回決めたらそれで終わりというものではなく、柔軟

に見直していくということが重要であり、まさに流域治水だろうと考

えている。 

 

●委 員：気温上昇に伴って、一般的には降る雪の量が少なくなる、さらに積も

った雪が早く解けてしまう。今後太平洋側で問題になることは、雪解

けのピーク時期と農業側で使う代かき、田植時期が時期的に乖離して

くる可能性ある。これが非常に用水不足のところで大きい問題になる

のだろうと思う。そのような意味では、ダムやため池などの、水を使

いたいときに放流できるような貯水施設というものは、非常に重要に

なってくるのだろうと思っている。 

今回の整備計画の変更において整備案の3案を記載するのか。 

 

○事務局：3案を検討した結果で、本文への記載は、採用としている１案のみの

である。 

 

●委 員：鳴瀬川水系については案の１のような形でよい。吉田川は、今後取る



 

5 

 

べき対応としては中流部に遊水地を検討してもらうことが、一番いい

のかという感じている。善川遊水地、竹林川遊水地の規模の遊水地で

は、将来的に気候変動に耐えられるかは、少し難しいと思う。  

また、行政委員は、東松島市のほか、大崎市と加美町以外の吉田川沿

川の行政委員も入るような形を検討していただけないか。  

 

○事務局：流域治水の観点から、河川整備、下水、森林から農政的な話まで全て

を扱う流域治水協議会には全ての自治体の皆様方に参加して頂き、議

論をしながら進めている。流域治水協議会と学識者懇談会とをうまく

連携していきたいと思っている。今のご意見は預からせていただけれ

ばと思う。 

 

●委 員：恐らく今回の変更の主眼ではないので、できればというところですが、

世界農業遺産というワードがあまり入っていないので、要素や言葉を

盛り込んでいただきたい考えている。 

 

○事務局：世界農業遺産ついては、本文中の計画趣旨や基本理念に含めて記載す

るように対応したい。 

 

●委 員：これだけの広い水田地帯を含んだ世界農業遺産というのはほかにない

ものである。今後、モデル的にぜひ地域の人たちと一緒になって考え

てもらいたい。 

昭和61年8月5日の豪雨のとき、河川の決壊を免れた迫川の支流に夏川

がある。事前に洪水調節システムのような、今で言う流域治水のモデ

ル的なものをつくり、夏川の水位が上昇したときには農業側の排水ポ

ンプも全部止め、洪水は免れた。これからの流域治水を考えてもらう

ときに、大崎市を含めて、今後ソフト的な仕組みについてもモデル的

な形で考えていただきたい。 

 

●委 員：新江合川からの分派は、800m3/sで、1.1倍したりすることはないとい
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うことでよろしいか。 

 

○事務局：北上川水系で基本方針の気候変動対応を検討する際に、考えていかな

ければならない。北上川水系の基本方針見直しが先に検討すると想定

しており、鳴瀬川が対応する形になる。 

 

○事務局：いずれ連動しているので、方針見直すときには両方考えながら検討す

ると思う。基本方針の委員会で議論になると思う。 

 

●委 員：善川遊水地、竹林川遊水地の越流堤の付近は、これまでどおりで造り、

その状態で川の水位が上がってくれば遊水地に水が入るという位置

づけになるのか。あるいは今回の流量を見直しで、微妙に越流堤の高

さを変えるのか。 

 

○事務局：床上事業で整備している2池については、関東・東北豪雨対応として

整備しており、現行整備計画で水が入ることを確認している。河道は、

善川等については現行整備計画から変更がないので、水の入り方等に

変わりがない。機能として変わりがない。 

 

●委 員：河道掘削するといろいろと環境が変わるので、どのように戻っていく

か、モニタリングを含めて計画して頂きたい。工事のときに変わるの

は当然なので、後で非常に役に立つものになると思う。 

 

○事務局：モニタリングの件については、河川管理者として、今後も継続すると

ともに、運河の関係者とも調整等を図りながら進めていく。 

 

3. 鳴瀬川水系河川整備計画の変更に伴うパブリックコメントの実施について 

〈事務局から、資料-4 鳴瀬川水系河川整備計画の変更に伴うパブリックコメント

の実施についてを説明〉 

【審議結果】説明内容に対して、意見はなかった。 


